
２０２２年度１０月

メンバーズＶＯＩＣＥ議案書

◎各社の労使協議における「人事賃金制度」や「働く環境整備」、「労働条件に関わる協
議」について、対象の企業・雇用形態のメンバーへ、資料と動画を用いて共有を行います。

◎今回は「札幌丸井三越」「月給制社員」が対象 です。

※内容の１については、時給制社員も対象となりますので、ご確認をお願いします。

◎意見・質問は「Forms（最終頁）」または「各組合事務所」までお願いします。

＜今回の内容＞

２０２２年１２月賞与組合要求（案）
１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

３．２０２２年度１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

社外秘

動画QRコード
※リンク先は組合HPです。
ログインID：５３＋社員番号

パスワード：生年月日



単位：百万 2019年度 2020年度 2021年度

売上高 61,116 43,553 46,547

差益率 23.12% 22.04% 21.79%

その他営業収入 170 193 269

営業総利益 14,298 9,787 10,398

販売管理費 15,008 12,345 12,589

営業利益 △708 △2,558 △2,190

１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ２

（１）直近３年間の業績推移

• 直近年度の業績については、コロナ感染拡大による社会環境・消費行動への影響もあり、厳しい商環境が長期化しています。

• ２０２１年度は、売上高の大幅な回復とはならず苦戦した一方で、アルバイト・外部委託に関わる人件費効率化など経費の

見直しに下期から急速に取り組むことで、過去最大の営業損失を回避する結果となりました。

• 一方で、営業赤字は長期化しており、安定した黒字の確保が果たせていたないことは大きな課題として捉えています。これ

までの百貨店業に偏った利益構造から脱却し、収益基盤の安定化を早期に目指す必要があります。
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単位：百万

２０２２年度

上期※8月まで 下期 年間

実績 予算比 予算差
予算

※年度方針内で
目標としている予算

予算
※年度方針内で

目標としている予算

予算
※ホールディングス
IR発表予算

売上高 19,883 103.9% 754 32,886 57,205 54,582

差益率 21.39% - ▲0.27% 22.93% 22.25%

営業総利益 4391 101.2% 53 7,724 13,146

販売管理費 5123 101.7% 86 6,902 13,146

営業利益 △732 ‐ ▲33 822 ∓0 △303

１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ３

（２）２０２２年度上期業績結果と年間予算

• ２０２２年８月までの売上高は、コロナによる営業・行動制限などの影響が最小限だったことから、入店客数が回復傾向に

あり、加えて両店周年施策による売上拡大により、予算比１０３.９％と予算を上回る好調な推移となっています。

• 営業総利益に関わる内訳では、商売構造の変化に伴う差益率の低下や、その他手数料収入が当初の計画値に届いていないも

のの、売上高が好調に推移していることによりプラスに寄与しています。

• 一方で、販売管理費については、継続した経費の効率化に従業員一丸となって取り組みを進めているものの、売上高と連動

したポイント費や、想定以上の光熱費等の上昇により、予算に対して８６百万円上回っています。

• 営業利益は、販売管理費の影響から、予算に対して３３百円下回っています。下期でのさらなる売上拡大に加え、百貨店以

外の収入増、さらなる販売管理費の削減を進め、札幌丸井三越が目標としている年間営業利益の黒字達成を目指します。



１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ４

（３）２０２２年度年度方針振り返り

出典）４月発信上期年度方針説明会

• ２０２２年度からは、札幌丸井三越がグループ戦略である高感度上質戦略を具現化していくために「おもてなしリーダー」

をパートナースタッフ含む全従業員が目指します。上期では、おもてなしマネジメントによるベースづくりに取り組んでい

ます。

• 戦略MAPの各取り組み項目に対しては、目標数値を達成するためのCSF（主要成功要因）を整理し、どのくらい実行するか具

体的な数値目標であるKPIを設定した上で、各部門・所属の中で実行し、モニタリングを行っています。

年度計
画

戦略
MAP



１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ５

■主な上期取り組み

❶顧客育成・顧客獲得
・『おもてなしマネジメント』として、この上期はベースの底上げに注力しています。他を圧倒する特別な百貨店を
目指し、一般常識・当社のルール・マナーの峻別を行い、マニュアルの整備・e-ラーニングによる従業員への教宣を
行っています。
・また、PS含む全従業員への一人ひとりの“おもてなし宣言”を行い、実践することで、個人、組織としておもてな
し力を高めることに取り組みました。上期の実施反省を踏まえて、10月には、再宣言を行い、おもてなしのさらなる
磨きあげに取り組みます。

➋顧客接点
・各商品領域別にNO.1戦略を目指したショップとの連携強化や、新しいブランド・カテゴリー導入などアクションプ
ランの実行を進めています。特に、遊休地へのショップ誘致は、両店舗内で多数実施されています。

出典）４月発信上期年度方針説明会



❸経費改革
・昨年度の上期は、外部委託費やアルバイト０化への取り組みに未着手だったことから、全館の応援体制に中元や学
生服、大型催事などを中心に、継続して取り組みを進めています。
・光熱費の高騰や、コンタクトセンター受注に伴う、パークタワーへの設備投資により1.1億円の予算超過に対して、
さらなる販売管理費の削減検討を進めています。
・上期の中では、「節電対策」は、空調温度の調整や、店内エレベーター運転縮小など行いながら、契約電力量の見
直しなども検討していきます。
・一方で、顧客サービスに関連する内容では、駐車場料金の値上げや、クール便手数料の見直しを下期から実施とな
ります。

１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ６

■主な上期取り組み

出典）４月発信上期年度方針説明会



１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

Ｐ７

（４）２０２２年度下期年度方針、今後の取り組み

出典）10月発信下期年度方針説明会

•一人ひとりが必ずお声がけ

•MD/サービス/オペレーションによる「特
典」を増やしてメリットを感じていただく

MIカード、

DID会員の獲得

•CDP※計画にもとづき高い「おもてな
し力」と「高度な専門性」を磨く

•全員でおもてなしリーダーを目指す

おもてなしリーダー

•要望をもとにマーチャンダイザーがお客さ
まに提供する方法を拡大する

•お取り寄せ・オーダー受注・サンプル展
示・ブランド在庫確認など店頭にない商品
が提案できる

品揃え強化

丸井三越の“ファン”を
一人でも多く増やす

※CDP＝従業員のキャリアや能力を開発するための中・長期的な計画

１０月中におもてなし再宣
言頼られる“どプロ”に

お客さまの声を品揃えに結
び付け、あらゆる手を尽く
して、お客さまおご期待に

お応えする

＜下期に注力すべき３つの事＞ 全員でやる事

• 下期の年度方針説明会では、中長期の安定的な利益創出に向けて、“下期注力すべき３つのこと”が共有されて
います。MIカードの10％顧客が全体の１％しかいない現状を踏まえて、どんな時でも札幌丸井三越を利用してく
れる“ファン”を増やし、今目の前にある経営課題の解決に取り組みます。



２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

Ｐ８

（１）賞与交渉方式について

• グループ全体で賞与交渉方式は、「ベースとなる賞与の考え方」を春の交渉で労使確認し、最終の賞与交渉を経た「要

求、支給詳細」は、直近業績と賞与支給時期を近づけた交渉、労使合意をするスキームとしてます。

• また、ベースとなる賞与の考え方の「支給表」、支給水準を判定する「業績評価指標」についても、共通方針に沿って

要求を行います。

↓今回のＶＯＩＣＥの内容は
下記赤線囲い部分の要求（案）＜賞与交渉のイメージ・スケジュール＞



（２）前提認識

• 賞与要求（基本賞与水準）にあたっては、２０２２年度春の交渉「ベースとなる賞与の考え方」を基に、労使協議、要
求を行い、早期に合意を目指します。

※２０２２年度春の交渉議案書Ｐ９５参照

• ベースとなる賞与の考え方から大きく変動がある場合は、「メンバーズVOICE」にて意見集約、「支部大会」にて要求案
を審議決定を行います。変動がない場合は、「支部評議員会」にて審議決定を行います。

Ｐ９

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

＜2022年度 春の交渉メンバーズVOICE議案書＞

春の交渉議案書は
こちらクリック

https://members.imgu.or.jp/ca053/797
https://members.imgu.or.jp/ca053/797


２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

Ｐ１０

評価
１２月
基本賞与
ヶ月

６月
基本賞与
ヶ月

７（S） １.３４ １.２０

６（A） １.２３ １.１０

５（B） １.１２ １.００

４（C） １.０１ ０.９０

３（D） ０.９０ ０.８０

評価
１２月
基本賞与
ヶ月

６月
基本賞与
ヶ月

Ｓ １.３４ １.２０

Ａ １.２３ １.１０

Ｂ １.１２ １.００

Ｃ １.０１ ０.９０

Ｄ ０.９０ ０.８０

① 基本賞与水準は、現行の基本賞与と直近の業績加算金要求を基に、「平均２.

１２ヶ月 /年（１２月：１.１２ヶ月、６月：１.００ヶ月）」です。

② 支給表は、右記の通りです。

③ 業績評価指標は、「年間営業利益」をベースに「黒字達成、前年達成度、予

算達成度等」の結果を中心とし、総合的に勘案した交渉を行います。

④ 支給表の変動方法は、基本賞与の支給表に加算をする仕組みとして「営業利

益目標（毎年確認）を上回った利益の１/３」をベースに変動を年度業績確定

後に協議して６月賞与に反映します。なお、変更がない場合は「評議員会」

にて審議決定します。

⑤ 業績評価指標・支給表の変動方法は、前述をベースの考え方としますが、企

業状況（大幅な売上・利益増減、定性的変動等）も総合的に勘案して、別途

労使交渉も行っていくこととします。

⑥ また、加算をする支給部分については、時給制社員も同様に協議します。

<ゼネラルスタッフ（ステージＢ・Ｃ）>

<メイトスタッフ・プロスタッフ・エルダー

スタッフⅡ～Ⅴ・スペシャルスタッフ・エ
ルダースペシャルスタッフ>

（３）ベースとなる賞与の考え方

• 以下のベースとなる賞与を踏まえて、今年度の賞与交渉では、基本賞与の年間水準である「平均２．１２ヶ月」につい
てこれまでの労使協議経緯や従業員の意識からも「生活給」としての位置づけが強いと捉えており、原則これを下回ら
ない要求を検討します。



Ｐ１１

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

（４）環境認識

• 直近年度の業績推移については、コロナ禍の影響を受けて、２０１９年度決算より営業赤字となっており、業績の不振が
長期化しています。

• ２０２２年８月までの業績結果は、コロナによる営業・行動制限などの影響が最小限だったこと、入店客数が回復傾向に
あることや、両店周年施策による売り上げの積み増しから、予算比１０３.９％と予算を上回る好調な推移となっています。

• 一方で、営業利益は、販管費の影響から、予算に対して３３百円下回っています。下期に向けて、外部委託費の完全内製
化、社内コストの見直しなどに全従業員が取り組みを継続して行います。その上で、企業戦略の実行精度を高め、商環境
の回復を追い風に、おおきな成果に結びつけるため下期は重要な期間となります。

• ２０２２年度は、営業面の強化や新たな収益源の拡大、収支構造の見直しを進めることで、「年間の黒字達成」その先の
安定した収益基盤に向けた土台づくりを目指します。

• 具体的には、どんな時でも、札幌丸井三越を利用していただける“ファン”の拡大に取り組みます。お客さまへの「おも
てなし」を体現しながら、お客さまに頼っていただける「あらゆるMD」の品揃え、EC・宅配・外商等によるお客さまとの
「接点拡大」など様々な取り組みを進めることで、“ファン”を増やします。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

売上（百万） 63,365 65,488 65,360 61,116 43,553 46,547

営業利益（百万） △510 91 55 △708 △2,558 △2,190

基本賞与（ヶ月、年間） 2.00ヵ月 2.00ヵ月 2.00ヵ月 2.12ヵ月 2.12ヵ月 2.12ヵ月

業績加算金 0.31ヵ月 0.10ヵ月 0ヵ月 0ヵ月 0ヵ月

備考
※基本引き上げ ※基本引上げ

※業績加算金は、2018年度より時給制社員も同一要求



Ｐ１２

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

• 企業を取り巻く環境は、コロナ禍の収束は未だ見通せない中ではあるものの、札幌を中心とした観光業を主要産業と

している都市部においては、少しずつ消費動向の回復傾向にあります。

• 商環境においても、会社・丸井・三越店舗ともに上期の売上高予算を達成するなど、私たちのお客さまの消費動向も

変化していると捉えています。また、両店周年施策をフックとした様々な営業施策を中心に、売上の維持・向上に取

り組みました。加えて、昨年度から進めてきた外部委託費の内製化など、全従業員が取り組みを進めてきた収支構造

改革など、この上期は成果に着実に結びついていると捉えています。

• その一方で、売上高が好調に推移している上期においても、営業利益は予算を下回る状況となっており、コロナ禍に

おいて経営課題として浮彫りとなった百貨店構造の打破に向けては、さらなる抜本的な取り組みが必要だとも捉えて

います。そのためには、これまで以上に、一人ひとりが商売や自らの働き方に対して、主体的に変化し、日々創意工

夫を行う必要があります。

• また、従業員が企業の取り巻く環境について正しい認識をもつこと、従業員自身が働き方の変化や、経営戦略に対し

て、自らの志と照らし合わせながら納得性を持ち、前向きにお客さま、ともに働く仲間に目を向け寄り添うことがで

きる環境整備に労使連携しながら取り組みます。

• 賞与の要求にあたっては、これまで労使共通認識のもと確認を行ってきた基本賞与の水準が「生活給」に位置づけが

強いことを踏まえ、従業員の生活を最大限維持することを最優先に捉えています。

• 現在３期連続での営業赤字であり、今後も厳しい賞与交渉を想定をしています。この下期に現在の好調な売上推移を

維持・拡大しながら、さらに踏み込んだ収支構造改革に全従業員が一丸となって実行し、年度営業利益の黒字化を必

達するため、従業員のさらなる奮闘につながるよう賞与の要求を行ってまいります。

（５）賞与要求スタンス



Ｐ１３

３．２０２２年１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

（１）２０２２年１２月賞与要求（雇用形態別支給ヶ月、評価分布要求）

• 基本賞与水準は、労使で確認をしてきたベースとなる支給表通り、月給制全雇用形態「平均１．１２ヵ
月」の要求を行います。

ゼネラルスタッフ（ステージＢ・Ｃ）
※評価分布は「平均Ｂ以上」

その他の月給制社員
※評価分布は「平均Ｂ以上」
（スペシャル・エルダースペシャルは「絶対評価」）

評価
２０２２年
１２月

基本賞与ヶ月

２０２３年
６月

基本賞与ヶ月
（未定）

２０２２年度
賞与ヶ月
（未定）

７（S） １.３４ １.２０

平均
２.１２
（未定）

６（A） １.２３ １.１０

５（B） １.１２ １.００

４（C） １.０１ ０.９０

３（D） ０.９０ ０.８０

評価
２０２２年
１２月

基本賞与ヶ月

２０２３年
６月

基本賞与ヶ月
（未定）

２０２２年度
賞与ヶ月
（未定）

S １.３４ １.２０

平均
２.１２
（未定）

A １.２３ １.１０

B １.１２ １.００

C １.０１ ０.９０

D ０.９０ ０.８０



３．２０２２年１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

（２）雇用形態別の要求、支給細則

①ゼネラルスタッフ（ステージＢ・Ｃ）

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・ただし、メイトスタッフからゼネラルスタッフに登用された者は、ゼネラルスタッフとしての賞与を支給する。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月×(出勤日数÷所定労働日数)」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１４

評価
２０２２年１２月
基本賞与（ヶ月）

７（S） １.３４

６（A） １.２３

５（B） １.１２

４（C） １.０１

３（D） ０.９０



３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

②メイトスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」

・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数)」

④2022年10月入社のメイトスタッフの2022年12月基本賞与
・「一律0.56ヵ月」※基本賞与満額支給の1/2を基準として支給する
⑤2022年10月1日アシストスタッフからメイトスタッフへ転換時の2022年12月基本賞与
・「一律0.56ヵ月」※基本賞与満額支給の1/2を基準として支給する

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１５

評価
２０２２年１２月
基本賞与（ヶ月）

S １.３４

A １.２３

B １.１２

C １.０１

D ０.９０



３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

③プロスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数)」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１６

評価
１２月

基本賞与（ヶ月）

S １.３４

A １.２３

B １.１２

C １.０１

D ０.９０



３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

④エルダースタッフⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年12月1日を基準とする。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月×(出勤日数÷所定労働日数）」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１７

評価
１２月

基本賞与（ヶ月）

S １.３４

A １.２３

B １.１２

C １.０１

D ０.９０



３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

⑤スペシャルスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「絶対評価」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象※個別契約書に賞与に準ずる内容がある場合のみ
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月×(出勤日数÷所定労働日数) 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１８

評価
１２月

基本賞与（ヶ月）

S １.３４

A １.２３

B １.１２

C １.０１

D ０.９０



３．２０２２年１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

⑥エルダースペシャルスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を「右記の支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「絶対評価」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象※個別契約書に賞与に準ずる内容がある場合のみ
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年12月1日を基準とする。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数)」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１９

評価
１２月

基本賞与（ヶ月）

S １.３４

A １.２３

B １.１２

C １.０１

D ０.９０



日程 労働組合 機関会議

１０月１４日（金）
北海道統括支部４役ＭＴ【支部確認】
札幌丸井三越支部 執行委員会【審議決定】

１０月１８日（火） 本部執行委員会【審議決定】

１０月２４日（月）
札幌丸井三越支部 評議員会【審議決定】
※ＶＯＩＣＥ議案書を審議決定

１０月２５日（火）～１１月５日（土）
ＶＯＩＣＥ【メンバー確認】
※動画配信・資料共有

１１月６日（日）
札幌丸井三越支部 評議員会【審議決定】
※ＶＯＩＣＥの意見を踏まえて要求（案）を審議決定

１１月７日（月） 労使協議会【労使合意】

１２月５日（月）※予定 賞与支給日 ※決定次第会社からお知らせします

参考）今後のスケジュール

Ｐ２０

今後のスケジュール



今回の共有は以上です！
＜今回の内容＞

２０２２年１２月賞与組合要求（案）
１．２０２２年度上期札幌丸井三越の動向【報告事項】

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

３．２０２２年度１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

◎「Forms」へ、質問・意見をお願いします！！（以下のQRから簡単に入力できます）

Ｐ２１

https://forms.office.com/r/mpEt7EaNsq

https://forms.office.com/r/mpEt7EaNsq
https://forms.office.com/r/mpEt7EaNsq


Ｐ２２



Ｐ２３

労働組合からお知らせ

https://forms.office.com/r/mpEt7EaNsq


第１０期（２０２２年１０月～２０２４年９月）活動テーマ
『未来を拓く、みんなでつくる』

<活動テーマ策定にあたり>
企業維持の前提となる早期黒字化、収益基盤構築が必須であり、達成するための戦略を着実に進め、成果に結びつけていく必要
があります。この中で、メンバーの働く環境や働き方は、変化が進んでいます。私たち自身も変化に順応し、自らがキャリアを
考え、未来にありたい姿を創造する岐路に立つ、そのサポートとなる活動に取り組みます。

Ｐ２４

札幌丸井三越支部 第１０期執行部
私たちにお声をお寄せください！！

https://www.imgu.or.jp/articles/1124

